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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔領域検出手段が、画像に含まれる顔領域を検出する顔領域検出ステップと、
　設定手段が、前記顔領域検出ステップによって検出された顔領域の大きさに基づいて、
前記顔領域内にある領域拡張を阻害する領域の内部に少なくとも１つの領域拡張の開始点
を設定する設定ステップと、
　検出手段が、前記設定ステップによって設定された開始点から肌色が連続する画素を探
索して肌色領域を拡張することによって、前記画像における肌色領域を検出する検出ステ
ップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　前記領域拡張を阻害する領域は、前記顔領域内にある眼鏡の縁、目、鼻、口のうちの少
なくとも１つの領域であることを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項３】
　前記領域拡張を阻害する領域は眼鏡の縁であり、前記画像から眼鏡を検出し、前記検出
された眼鏡の縁内部に開始点を設定することを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項４】
　前記補正領域決定ステップはさらに、
　前記顔領域内における肌色の画素値に基づいて肌色基準値を算出する肌色基準値算出ス
テップを有し、
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　前記肌色基準値に基づいて前記開始点から肌色が連続する画素を探索することを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理方法。
【請求項５】
　前記検出ステップによって検出された肌色領域に基づき、肌色マスクを生成する肌色マ
スク生成ステップと、
　前記顔領域を包含する楕円領域に基づき、楕円マスクを生成する楕円マスク生成ステッ
プと、
　前記肌色マスクと前記楕円マスクとを合成して補正領域を示す合成マスクを生成するマ
スク合成ステップと、
　前記補正領域に対して前記合成マスクを用いた補正処理を行う補正ステップと、
を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理方法。
【請求項６】
　前記設定ステップによって設定される開始点の色が肌色ではない場合、前記開始点は前
記検出ステップにおける領域拡張の開始点として使用しないことを特徴とする請求項１記
載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記設定ステップにおいて設定される開始点の画素は、前記顔領域における肌色の画素
であることを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記設定ステップにおいて設定される開始点の画素は、前記顔領域において予め定めら
れた位置の画素であることを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項９】
　前記設定ステップにおいて、さらに、前記顔領域における中心点および周辺の点を開始
点として設定することを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項１０】
　前記設定ステップにおいて、さらに、前記顔領域における中心と外周の間にある点を開
始点として設定することを特徴とする請求項１記載の画像処理方法。
【請求項１１】
　前記設定ステップによって設定される開始点の画素の色が、前記肌色基準値から所定値
以上の差がある場合、前記開始点は前記検出ステップにおける領域拡張の開始点として使
用せず、前記開始点を移動させた点を開始点として設定することを特徴とする請求項４記
載の画像処理方法。
【請求項１２】
　前記検出ステップによって検出された肌色領域に対してぼかし処理を行うことを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理方法。
【請求項１３】
　前記肌色基準値算出ステップにおいては、前記顔領域を複数の領域に分割し、該分割さ
れた領域ごとの肌色画素の平均値に基づいて前記肌色基準値を算出することを特徴とする
請求項４記載の画像処理方法。
【請求項１４】
　前記肌色基準値算出ステップにおいては、前記顔領域を上下および左右の半円に分割す
ることを特徴とする請求項１３記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記肌色基準値算出ステップにおいては、前記顔領域を上下左右の扇形に分割すること
を特徴とする請求項１３記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　前記補正ステップにおいて、前記補正領域に対してぼかし処理を行うことを特徴とする
請求項５記載の画像処理方法。
【請求項１７】
　さらに、補正の度合いを示す補正強度パラメータ設定ステップを有し、
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　前記補正ステップにおいては、前記補正領域に対する画像補正処理の度合いを前記補正
強度パラメータに基づいて調整することを特徴とする請求項１６記載の画像処理方法。
【請求項１８】
　前記顔領域は矩形領域であることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載
の画像処理方法。
【請求項１９】
　画像に含まれる顔領域を検出する顔領域検出手段と、
　前記顔領域検出手段によって検出された顔領域の大きさに基づいて、前記顔領域内にあ
る領域拡張を阻害する領域の内部に少なくとも１つの領域拡張の開始点を設定する設定手
段と、
　前記設定手段によって設定された開始点から肌色が連続する画素を探索して肌色領域を
拡張することによって、前記画像における肌色領域を検出する検出手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２０】
　前記領域拡張を阻害する領域は、前記顔領域内にある眼鏡の縁、目、鼻、口のうちの少
なくとも１つの領域であることを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置。
【請求項２１】
　前記領域拡張を阻害する領域は眼鏡の縁であり、前記画像から眼鏡を検出し、前記検出
された眼鏡の縁内部に開始点を設定することを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置
。
【請求項２２】
　さらに、
　前記顔領域内における肌色の画素値に基づいて肌色基準値を算出する肌色基準値算出手
段を有し、
　前記肌色基準値に基づいて前記開始点から肌色が連続する画素を探索することを特徴と
する請求項１９乃至２１のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２３】
　前記検出手段によって検出された肌色領域に基づき、肌色マスクを生成する肌色マスク
生成手段と、
　前記顔領域を包含する楕円領域に基づき、楕円マスクを生成する楕円マスク生成手段と
、
　前記肌色マスクと前記楕円マスクとを合成して補正領域を示す合成マスクを生成するマ
スク合成手段と、
　前記補正領域に対して前記合成マスクを用いた補正処理を行う補正手段と、
を有することを特徴とする請求項１９乃至２１のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２４】
　前記設定手段によって設定される開始点の色が肌色ではない場合、前記開始点は前記検
出手段における領域拡張の開始点として使用しないことを特徴とする請求項１９に記載の
画像処理装置。
【請求項２５】
　前記設定手段において設定される開始点の画素は、前記顔領域における肌色の画素であ
ることを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置。
【請求項２６】
　前記設定手段において設定される開始点の画素は、前記顔領域において予め定められた
位置の画素であることを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置。
【請求項２７】
　前記設定手段は、さらに、前記顔領域における中心点および周辺の点を開始点として設
定することを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置。
【請求項２８】
　前記設定手段は、さらに、前記顔領域における中心と外周の間にある点を開始点として
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設定することを特徴とする請求項１９記載の画像処理装置。
【請求項２９】
　前記設定手段によって設定される開始点の画素の色が、前記肌色基準値から所定値以上
の差がある場合、前記開始点は前記検出手段における領域拡張の開始点として使用せず、
前記開始点を移動させた点を開始点として設定することを特徴とする請求項２２記載の画
像処理装置。
【請求項３０】
　前記検出手段によって検出された肌色領域に対してぼかし処理を行うことを特徴とする
請求項１９乃至２２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項３１】
　前記肌色基準値算出手段は、前記顔領域を複数の領域に分割し、該分割された領域ごと
の肌色画素の平均値に基づいて前記肌色基準値を算出することを特徴とする請求項２２記
載の画像処理装置。
【請求項３２】
　前記肌色基準値算出手段は、前記顔領域を上下および左右の半円に分割することを特徴
とする請求項３１記載の画像処理装置。
【請求項３３】
　前記肌色基準値算出手段は、前記顔領域を上下左右の扇形に分割することを特徴とする
請求項３１記載の画像処理装置。
【請求項３４】
　前記補正は、前記補正領域に対してぼかし処理を行うことを特徴とする請求項２３記載
の画像処理装置。
【請求項３５】
　さらに、補正の度合いを示す補正強度パラメータ設定手段を有し、
　前記補正手段は、前記補正領域に対する画像補正処理の度合いを前記補正強度パラメー
タに基づいて調整することを特徴とする請求項３４記載の画像処理装置。
【請求項３６】
　前記顔領域は矩形領域であることを特徴とする請求項１９乃至３５のいずれか１項に記
載の画像処理装置。
【請求項３７】
　前記開始点は、前記顔領域検出手段によって検出された顔領域の水平線上における、前
記顔領域の幅の２／８、３／８、５／８、６／８の位置に設定されることを特徴とする請
求項１９記載の画像処理装置。
【請求項３８】
　前記検出手段は、前記領域拡張を阻害する領域内部の肌色領域を検出することを特徴と
する請求項１９記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理方法および画像処理装置に関し、特に、画像中から人物の顔領域を検
出して補正を行う画像処理方法および画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラの普及やプリンタの高性能化により、一般ユーザが撮影した画像
データを自宅で印刷する機会が増えている。しかし、ユーザが撮影した画像をそのまま印
刷しても、プロの業者によるDPE(Development Printing Enlargement)やオンラインプリ
ントサービスでプリントされたものと同等の画質を得ることはできなかった。その理由は
、DPEやオンラインプリントサービスでは、ユーザが撮影した画像に対して適切な補正を
施してから印刷を行っているためである。
【０００３】
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　特に、撮影した画像の補正対象として、画像中の人物がきれいに再現されるように補正
することが一般的である。例えば、逆光で撮影された画像であれば逆光補正を行ったり、
人物の肌色が好ましくなるような補正が行われている。
【０００４】
　このような補正効果は、市販のアプリケーションを利用することによっても得られる。
市販のアプリケーションでは、明るさ、コントラスト、色相、彩度など多くの項目にわた
る補正機能を提供しているものがある。これらの補正項目を組み合わせて実行することで
、DPEやオンラインプリントサービスで行われているのと同等な補正を代行することがで
きる。しかし、一般のユーザがこのような複雑な補正作業を行うことは困難である。
【０００５】
　そこで、画像中の人物に注目した画像補正に関して、自動的に補正を行う方法が提案さ
れている。
【０００６】
　例えば、映像信号中から、肌色領域または人の顔領域を検出し、該検出領域のみについ
て、輝度補正、色補正、アパーチャ補正を行う技術が知られている（例えば、特許文献１
、２参照）。この技術によれば、顔検出および補正領域を決定するために、肌色検出によ
る領域抽出を行っている。
【０００７】
　また、人間の顔や肌の領域を含んだ写真画像としてのデジタル画像データに対し、該人
間の顔や肌領域の色を自然な色に補正するとともに、画像全体としても良好なカラーバラ
ンスを得る色補正技術が知られている（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
　さらに、画像中の顔領域を検出し、該顔領域のみに限定した補正を行うために、顔領域
から肌の色成分を特定し、その色成分に対してのみ補正を行う方法が知られている（例え
ば、特許文献４参照）。
【特許文献１】特開平6-121332号公報
【特許文献２】特開平11-146405号公報
【特許文献３】特開2002-044469号公報
【特許文献４】特開2004-303193号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の画像中の人物に対する自動補正技術においては、以下のよう
な問題があった。
【００１０】
　例えば、特許文献１、２に記載されたような、肌色領域を検出する方法においては、人
の肌色の定義が困難である。特に、補正対象画像に色かぶりなどがあると検出できなくな
ったり、背景に肌色部分があるとそこも検出して補正してしまう、という問題があった。
また、顔の領域内は影などによる色（主に輝度）変化が激しく、顔全体の肌色を一様に指
定することは困難であった。
【００１１】
　また、特許文献３に記載されたような、画像全体としてのカラーバランスを得るような
方法では、画像全体の色が補正されるため、顔領域に限定した補正を行うことができない
という問題があった。
【００１２】
　また、特許文献４に記載されたような、顔領域のみに限定した補正を行う方法において
は、顔近傍の背景が顔領域から決定される肌色に近い場合には、背景領域まで補正されて
しまうという問題があった。
【００１３】
　また、市販のアプリケーションにも、自動的に領域を指定できる機能を備えたものがあ



(6) JP 5354842 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

る。そのようなアプリケーションにおいては一般に、ユーザが指定した点から、色成分が
同じ、または色成分の差が所定の範囲内であるという条件で補正領域を拡張している。し
かし顔は平面ではないため、撮影画像の中では比較的に色の変化の激しい領域である。し
たがってこのような補正領域の指定方法では、条件としての色成分の差を小さくしてより
多数の点を指定しなければ、顔領域のみの範囲指定を正確に行うことはできない。
【００１４】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、画像内の顔領域に対して
適切な補正範囲を容易に設定して画像補正を実行する画像処理方法および画像処理装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するための一手法として、本発明の画像処理方法は以下のステップを備
える。
【００１６】
　すなわち、画像処理方法において、顔領域検出手段が、画像に含まれる顔領域を検出す
る顔領域検出ステップと、設定手段が、前記顔領域検出ステップによって検出された顔領
域の大きさに基づいて、前記顔領域内にある領域拡張を阻害する領域の内部に少なくとも
１つの領域拡張の開始点を設定する設定ステップと、検出手段が、前記設定ステップによ
って設定された開始点から肌色が連続する画素を探索して肌色領域を拡張することによっ
て、前記画像における肌色領域を検出する検出ステップと、を有する。
【００１７】
　例えば、前記領域拡張を阻害する領域は、前記顔領域内にある眼鏡の縁、目、鼻、口の
うちの少なくとも１つの領域であることを特徴とする。
【００１８】
　例えば、前記領域拡張を阻害する領域は眼鏡の縁であり、前記画像から眼鏡を検出し、
眼鏡の縁周辺または眼鏡の縁内部に開始点を設定することを特徴とする。
【００１９】
　前記補正領域決定ステップはさらに、前記顔領域内における肌色の画素値に基づいて肌
色基準値を算出する肌色基準値算出ステップを有し、前記肌色基準値に基づいて前記開始
点から肌色の連続する画素を探索することを特徴とする。
【００２０】
　例えば、前記補正領域決定ステップは、前記顔領域内の画素を前記開始点として設定す
る開始点設定ステップと、該設定された開始点から肌色の連続する画素を探索し、該探索
された画素を連結して前記画像に対する肌色マスクを生成する肌色マスク生成ステップと
、前記顔領域を包含する楕円領域について、該楕円領域の中心からの距離に応じた重み付
けを行った楕円マスクを生成する楕円マスク生成ステップと、前記肌色マスクと前記楕円
マスクとを合成して前記補正領域を示す合成マスクを生成するマスク合成ステップと、を
有し、前記補正ステップにおいては、前記合成マスクを用いた画像補正処理を行うことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画像内の顔領域に対して適切な補正範囲を容易に設定して画像補正を
実行することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。なお、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限
定されるものではない。
【００２３】
　＜第１実施形態＞
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　本実施形態で説明する処理は、主として、プリンタエンジンへ出力すべき画像情報を作
成するコンピュータ内のプリンタドライバソフトとして実現される。また、スキャナ等の
光学読取り装置を動作させるためのドライバソフト、もしくはアプリケーションソフトと
して内蔵することも有効である。さらに、複写機、ファクシミリ、プリンター本体等にハ
ードウェア、及びソフトウェアとして内蔵することも有効である。
【００２４】
　●処理概要
　まず、本実施形態における補正処理の概略を説明する。図１は、本実施形態における画
像補正処理を示すフローチャートである。同図において、処理については「Ｓ」を冠した
ステップ番号を付し、データについては「Ｄ」を冠したデータ番号を付してある。
【００２５】
　まずステップＳ１０１で処理対象となる画像が入力される。ここで入力される画像は、
本実施形態を実現するアプリケーション（不図示）上でユーザが選択したものとする。選
択された画像は、内部処理用のデータフォーマットに変換される。一般にデジタルカメラ
などで撮影された画像データは、ＪＰＥＧフォーマットで圧縮されている。したがって、
ＪＰＥＧフォーマットで圧縮されたデータを復号して、元画像データＤ１を作成する。な
お、本実施形態において処理対象となる画像データのフォーマットはＪＰＥＧに限らず、
ＢＭＰやＴＩＦなどの他の画像フォーマットでも対応可能である。
【００２６】
　この画像入力の際、本実施形態では入力画像に対して補正強度を指定することができる
。ここで指定された値が補正強度指定パラメータＤ８として格納され、補正時に参照され
る。
【００２７】
　そしてステップＳ１０２において、元画像データＤ１に対して顔検出処理が実行され、
その結果が顔座標データＤ２として格納される。この顔検出処理および顔座標データＤ２
の詳細については後述する。
【００２８】
　そしてステップＳ１０３において、元画像データＤ１の中から顔領域が検出されたか否
かを判断し、顔領域が検出されなかった場合には処理を終了する。顔領域が検出された場
合にはステップＳ１０４に進み、該検出された顔領域に対して補正を行う領域を決定する
ためのマスクデータ（後述する合成マスクＤ７）を生成する。このマスク生成処理の詳細
については後述する。
【００２９】
　そしてステップＳ１０５において、ステップＳ１０４で生成されたマスクデータに基づ
く画像補正処理が実行され、補正画像データＤ３が作成されて不図示のメモリに格納され
る。この画像補正処理の詳細については後述する。
【００３０】
　そしてステップＳ１０６において、全ての顔領域に対して補正処理を行ったかを判断す
る。まだ補正されていない顔領域が存在する場合にはステップＳ１０４へ進み、すべての
顔領域に対する補正が終了するまで、ステップＳ１０４、Ｓ１０５のマスク生成処理、画
像補正処理を繰り返し実行する。
【００３１】
　●顔検出処理（Ｓ１０２）
　以下、上記ステップＳ１０２における顔検出処理について、詳細に説明する。
【００３２】
　顔検出処理は元画像データＤ１に対して行われ、その検出対象は顔、または顔を構成す
る各器官（目、鼻、口、輪郭等）の位置であり、その検出方法としては従来より数多く提
案されている。
【００３３】
　例えば、出願人が提案した特開2002-183731に記載された方法がある。この方法によれ
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ば、まず入力画像から目領域を検出し、その周辺を顔候補領域とし、該顔候補領域に対し
て、画素毎の輝度勾配、および輝度勾配の重みを算出する。そしてこれらの値を、所定の
理想的な顔基準画像の勾配、および勾配の重みと比較した時に、各勾配間の平均角度が所
定の閾値以下であった場合に、入力画像は顔領域を有すると判定する。
【００３４】
　また、特開2003-30667によれば、まず画像中から肌色領域を検出し、該肌色領域内にお
いて人間の虹彩色画素を検出することにより、目の位置を検出が可能であるとしている。
【００３５】
　さらに、特開平8-63597によれば、複数の顔の形状をしたテンプレートと画像とのマッ
チング度を算出する。そして、マッチング度が最も高いテンプレートを選択し、そのマッ
チング度が所定の閾値以上であれば、選択されたテンプレート内の領域を顔候補領域とす
る。同テンプレートを用いることで、目の位置を検出することが可能であるとしている。
【００３６】
　さらに、特開2000-105829によれば、まず鼻画像パターンをテンプレートとし、画像全
体、あるいは画像中の指定された領域を走査して最もマッチする位置を鼻の位置として出
力する。次に、画像の鼻の位置よりも上の領域を目が存在する領域と考え、目画像パター
ンをテンプレートとして目存在領域を走査してマッチングをとり、ある閾値よりもマッチ
度が度置きい画素の集合である目存在候補位置集合を求める。さらに、目存在候補位置集
合に含まれる連続した領域をクラスタとして分割し、各クラスタと鼻位置との距離を算出
する。その距離が最も短くなるクラスタを目が存在するクラスタと決定することで、器官
位置の検出が可能であるとしている。
【００３７】
　その他、顔および器官位置を検出する手法が数多く知られている。例えば、特開平8-77
334、特開2001-216515、特開平5-197793、特開平11-53525、特開2000-132688、特開2000-
235648、特開平11-250267、特登録2541688などが提案されている。本実施形態においては
そのいずれの手法を用いても良い。すなわち、顔および器官位置の検出法については上記
記載に限定されることはなく、どのような手法を用いても構わない。
【００３８】
　上述したような方法によって、元画像データ中にある人物の顔領域の座標が得られると
、本実施形態ではこの結果を顔座標データＤ２として格納する。ここで、顔座標データＤ
２は顔領域を示す矩形領域の４頂点の座標で構成されているものとするが、特にこの構成
に限定されるものでは無い。
【００３９】
　図２に、本実施形態における顔検出処理の一例を示し、詳細に説明する。図２において
、画像の中央付近に人物の顔があり、その顔領域２０１が矩形領域として示されている。
この顔領域２０１は、矩形領域の左上、右上、左下、右下をそれぞれ示す点２０４、２０
５、２０６、２０７の４点の座標で示されている。以下、これらの座標をそれぞれ(x1,y1
)、(x2,y2)、(x3,y3)、(x4,y4)とする。
【００４０】
　ここで図２の画像における座標は、向かって左上を原点とし、水平方向にＸ軸、垂直方
向にＹ軸を取る。すると顔領域の幅Ｗと高さＨは以下の式によって算出できる。
【００４１】
　　　Ｗ＝｛(x2－x1)2＋(Y2－Y1)2｝1/2

　　　Ｈ＝｛(x3－x1)2＋(Y3－Y1)2｝1/2

　この顔検出処理によってひとつの画像データ中において複数の顔領域が検出されること
もある。本実施形態では、それら全ての顔検出結果が顔座標データＤ２として格納される
。なお、ここでは器官検出処理の具体例については示していないが、目、口、鼻などの器
官を示す座標を格納しておき、後で利用することも可能である。
【００４２】
　●マスク生成処理（Ｓ１０４)
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　以下、上記ステップＳ１０４におけるマスク生成処理について、詳細に説明する。
【００４３】
　上述したステップＳ１０２において元画像データから顔領域が検出されると、本実施形
態の特徴であるマスク生成処理を行う。図３は、本実施形態におけるマスク生成処理を示
すフローチャートである。同図に示されるように本実施形態のマスク生成処理は、肌色マ
スク生成処理と楕円マスク生成処理、および該生成されたマスクを合成するマスク合成処
理に大別される。以下、これら各処理についてそれぞれ説明する。
【００４４】
　●肌色マスク生成処理
　ここでは、予め用意された肌色判定テーブルＤ０を使用する。ここで、肌色判定テーブ
ルＤ０の作成方法について簡単に説明する。まず、人物の顔が撮影されている画像データ
ベースを用意する。このとき、人種、性別、年齢などの人物の条件と、照明、画角などの
撮影条件が多様になるように、画像データベースを構築することが好ましい。そして、こ
の画像データベース内の顔の肌部分のみを集めた画像データを作成し、色空間をＨＩＳ（
色相、明度、彩度)色空間に変換し、肌領域における輝度、色相、彩度の分布を調べる。
そして、人物の肌の輝度、色相、彩度が存在する座標の分布をテーブル化して格納するこ
とにより、肌色判定テーブルＤ０が作成されている。
【００４５】
　・肌色基準値Ｄ４算出
　肌色マスク生成処理としては、まずステップＳ２０１において肌色基準値Ｄ４を算出す
る。肌色基準値Ｄ４は、検出された顔領域内の色成分の分布を示すデータである。ここで
図４を用いて、肌色基準値Ｄ４の算出方法について説明する。
【００４６】
　図４において、矩形の顔領域４０１が検出され、その幅と高さがそれぞれＷとＨであっ
たとする。このとき、ＷとＨの大きい方をＤと定義し、顔領域４０１の中心を同じくする
一辺２×Ｄの正方形の領域を、以後の処理領域４０２として設定する。さらに、顔領域４
０１の中心点を基準とした半径ｒ＝Ｄ／２の円領域４０３を設定する。
【００４７】
　なお、図４では傾きを持たない顔領域４０１の例を示したが、図５に傾きを持った顔領
域５０１の例を示す。本実施形態においては図５のように顔領域に傾きがある場合、計算
を簡略化するために、処理領域５０２としては傾きを持たないように設定し、円領域５０
３としては図４の場合と同様の方法により設定する。
【００４８】
　図４に示す円領域４０３内の画素を肌色判定テーブルＤ０と比較して、肌色と判定され
る画素の平均値を算出し、該平均値を肌色基準値Ｄ４として格納する。この肌色基準値Ｄ
４は、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｈ，Ｓ，Ｉのそれぞれについて算出する。
【００４９】
　ここで、肌色基準値Ｄ４として円領域４０３全体の平均値をそのまま採用してしまうと
、後述する肌色領域の決定、および画像の補正処理において不適切な処理結果を招く場合
がある。これは、顔領域４０１内において、色が微妙に変化している領域と、影などの影
響で色が激しく変動する領域とが混在していることによる。したがって本実施形態では、
顔領域内の色の変動を反映させるために、円領域４０３内を複数の領域に分割し、それぞ
れの領域内での平均値を算出することによって、色の変化を反映した肌色基準値Ｄ４を算
出する。
【００５０】
　このような、円領域４０３における色変化を反映した、肌色基準値Ｄ４の算出方法を以
下に説明する。例えば図６に示すように、円領域４０３を上下および左右の半円に分割し
、それぞれの平均値をＴave、Ｂave、Ｌave、Ｒaveとする。なお円領域４０３の分割方法
は図６の例に限らず、例えば図７に示すように、上下左右の中心角度９０度の扇形への分
割を行ってもよい。
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【００５１】
　図８は、円領域４０３を分割した４領域のそれぞれの平均値Ｔave、Ｂave、Ｌave、Ｒa
veから肌色基準値Ｄ４を算出する方法を説明する図である。同図において、横軸は画像の
ＸまたはＹ軸を示し、縦軸が肌色基準値Ｄ４の値を示す。また図８の横軸は、図４の処理
領域４０２をＸ軸方向、Y軸方向から見たものに相当する。まずＸ軸方向のみ説明する。
ここで、円領域４０３の左の半円の平均値Ｌaveと右の半円の平均値Ｒaveが、それぞれ円
領域４０３の中心から直径Ｄのｐ倍の距離、すなわちｐ×Ｄの距離にあるものとする。す
ると、図８のＸ軸上において原点からＬaveのある座標までの距離を示すｄ1と、Ｌaveの
座標とＲaveの座標間の距離を示すｄ2は、以下のように定義される。
【００５２】
　すなわち、０≦ｘ＜２Ｄ，０≦ｙ＜２Ｄ，０≦ｐ≦０．５として、
　　　ｄ1＝（１－ｐ）×D，　ｄ2＝Ｄ×ｐ　　　　・・・(1)
となる。なお、上式においてｐは所定値であり、任意に指定可能であるが、ｄ1が図６に
示す半円領域、または図７に示す扇型領域の重心座標までの距離となるように指定すれば
よい。
【００５３】
　ここで、Ｘ軸方向ではｘ＝ｄ1，ｘ＝ｄ1＋ｄ2における肌色基準値Ｄ４の値がそれぞれ
Ｌave，Ｒaveとなり、Ｙ軸方向ではｙ＝ｄ1，ｙ＝ｄ1＋ｄ2における肌色基準値Ｄ４の値
がそれぞれＴave，Ｂaveとなる。したがって、図８に示す切片Ｓx，Ｓyはそれぞれ以下の
式で表される。
【００５４】
　　　Ｓx＝Ｌave－（Ｒave－Ｌave）×（ｄ1／ｄ2）　　　・・・(2)
　　　Ｓy＝Ｔave－（Ｂave－Ｔave）×（ｄ1／ｄ2）　　　・・・(3)
　この結果、処理領域４０１内の座標(ｘ,ｙ)に対する肌色基準値Ｄ４は、上記分割領域
における色の変動を考慮して以下の式で定義される。すなわち、Ｘ軸方向における色変動
を考慮した肌色基準値と、Ｙ軸方向における色変動を考慮した肌色基準値との平均をとる
。
【００５５】

【数１】

【００５６】
　・領域拡張
　本実施形態においては、処理領域内に対する肌色マスクを生成するために、該処理領域
内における肌色領域を適切に検出する必要がある。そこで上述したステップＳ２０１で肌
色基準値Ｄ４が算出されると、次にステップＳ２０２において、肌色マスク生成のための
領域拡張の開始点の座標を決定する。ここで決定される開始点はすなわち、処理領域にお
ける基準肌色を呈する画素であり、この開始点から肌色領域を拡張していくことによって
、適切なサイズの肌色マスクを生成することができる。
【００５７】
　以下、図９および図１０を用いて、ステップＳ２０２における領域拡張開始点の設定方
法について説明する。図９は、顔領域９０１が傾きを持たない場合、図１０は顔領域１０
０１が傾きを持つ場合を示している。図９、図１０ともに顔領域９０１，１００１に対し
て、処理領域９０２，１００２が設定される。処理領域９０２，１００２は顔領域９０１
，１００１の中心を同じくする一辺２×Ｄの正方形の領域である。ここでＤは、顔領域９
０１，１００１の幅Ｗと高さＨの大きい方の値とする。本実施形態では図１０に示すよう
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に顔領域１００１が傾きを持つ場合でも、処理領域１００２としては傾きを持たないよう
に設定することによって、以下の計算を簡単にしている。
【００５８】
　なお、本実施形態においては、図９，図１０ともに同じ方法によって領域拡張の開始点
が決定されるため、以下では図９を例として説明を行う。
【００５９】
　図９において、まず顔領域９０１の中に白丸で示すように、領域拡張の開始点９０３を
複数箇所に設定する。なお、開始点９０３としては例えば、顔領域９０１の内部および外
周上に設定する。
【００６０】
　具体的な開始点の設定方法としては、例えば開始点として、顔領域９０１の中心点のみ
を設定する、または、顔領域９０１の各辺の中点を設定する、または、これら二つを組み
合わせる等、いろいろな設定方法が考えられる。なお、開始点は顔領域の内部および外周
上に限定されず、顔領域の周辺であればどこでもよい。
【００６１】
　以上のように領域拡張の開始点座標が決定されると、次にステップＳ２０３において、
肌色マスク生成を行う。すなわち、各開始点９０３を基準とした領域拡張を行うことによ
って同一肌色の領域を決定し、該領域に応じた肌色マスクを生成する。
【００６２】
　ここで図１１を用いて、本実施形態における領域拡張のアルゴリズムを説明する。図１
１は、画像データに対して本実施形態の領域拡張方法を適用した際の各処理段階（Step1
～Step5）を示したものである。図１１において、画像領域１１０１は８×８画素で構成
されており、その中で太線１１０３で囲われた画素が同じ属性を有しているとする。ここ
で属性とは、色相、彩度、明度や、その他の評価量でもよい。
【００６３】
　まずはじめに、画像領域１１０１と同じサイズ（ここでは画素数８×８相当）のマスク
データを格納する領域を別に用意し、該領域内の全ての値を０に初期化しておく。そして
Step1において、開始点１１０２を指定する。それと同時に、マスクデータの中で開始点
１１０２に対応する箇所に１を格納する。
【００６４】
　そしてStep2において、開始点１１０２の上下左右４点の画素が同じ属性であるかを判
断し、同じと判断される画素に対応するマスクデータ箇所に１を格納する（図中、斜線で
示す）。同様にStep3において、Step2で同じ属性と判断された画素について、その上下左
右４点の画素が同じ属性であるかを判断し、同じと判断される画素に対応するマスクデー
タ箇所に１を格納する。
【００６５】
　以上の処理を繰り返すことによって、Step4，Step5に示されるように１が格納された画
素、すなわちマスクされた領域が拡張していき、拡張される領域がなくなると処理を終了
する。その結果、画像領域１１０１内において同じ属性をなす画素群と同じ形状をマスク
するように、マスクデータが生成される。
【００６６】
　本実施形態では、ステップＳ２０２で領域拡張の開始点として肌色の画素を指定するこ
とによって、ステップＳ２０３で肌色マスクＤ５が生成される。なお本実施形態において
は、肌色マスクＤ５のサイズを処理領域９０２と同じとし、マスクデータとしては１では
なく２５５を書き込むようにする。
【００６７】
　さらに詳細には、はじめに指定された開始点の顔色基準値Ｄ４と、該開始点の上下左右
にある近傍画素について、そのＨ，Ｉ，Ｓ値におけるそれぞれの差分を誤差として算出す
る。そして、該誤差が所定の範囲内であれば、その画素に対応する肌色マスクＤ５に２５
５を格納する。
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【００６８】
　以上の処理を繰り返し、すべての開始点からの領域拡張を完了させる。なお、処理領域
９０２よりも外側の画素に対しては領域拡張を行わないものとする。
【００６９】
　・特殊開始点
　以上のような領域拡張処理により、理想的な肌色マスクが生成されるはずである。しか
しながら実際には、領域拡張の開始点を顔領域９０１の中心点のみ、または、顔領域９０
１の各辺の中点、またはその組み合わせとしただけでは、肌色マスクＤ５が顔全体をカバ
ーすることができない場合がある。これは例えば、顔画像がメガネをかけている場合や、
顔領域９０１内に影が発生している場合等、肌色の連続性が保たれないためである。
【００７０】
　顔画像がメガネをかけている場合、メガネの縁で領域拡張がストップしてしまうため、
メガネのレンズで覆われている肌の領域まで領域拡張が行われなくなる。それにより、メ
ガネのレンズで覆われている肌の領域については肌色マスクが生成されなくなる。
【００７１】
　そこで本実施形態においては、顔領域の中心点と外周上の点以外の開始点を追加するこ
とを特徴とする。例えば図９に示すように、顔領域９０１の左上を基準にして、ｙ＝Ｈ×
(３／８)の線上に、ｘ＝Ｗ×(ｎ／８)　（ｎ＝２，３，５，６）となる４点を開始点とす
る。この４点の開始点は、眼鏡の縁周辺または内部に設置されるものとする。眼鏡の縁内
部に開始点が設定されることにより、眼鏡のレンズで覆われている肌の領域において領域
拡張が行われる。眼鏡の縁周辺に開始点が設定されることにより、眼鏡と眼鏡の間の肌色
領域についても確実に肌色マスクを生成することができる。
【００７２】
　なお、画像から眼鏡を検出し、眼鏡の周辺または内部に開始点を設定してもよい。
【００７３】
　また、追加する開始点としてはこの例に限らず、顔領域の中心点と外周上の点の間にあ
る点であれば、特にその位置や数を限定するものではない。
【００７４】
　また、顔領域９０１に対して顔器官検出を行った結果、各器官の端点もしくは近傍点を
開始点として設定することにより、肌色マスクＤ５の精度をさらに上げることが可能とな
る。ここで、該各器官とは、目、鼻、口などである。
【００７５】
　さらに、顔領域９０１内で設定した開始点の色が、肌色基準値から所定の範囲内に入っ
ていない場合には、この開始点は不適切と判断できる。このような場合、この開始点につ
いては使用しない、または、該開始点から最も近い距離にある、肌色基準値に近い画素の
座標を新たな開始点として採用することで、不適切な開始点を廃除することができる。
【００７６】
　また、ユーザによる開始点の指定を可能としても良い。この場合、表示された画像上の
顔領域内において、適切な肌色部分に操作ペンでマークすること等によって、任意の肌色
を開始点として設定することができる。
【００７７】
　・肌色マスクの最適化
　以上のような開始点に基づく領域拡張によって検出された肌領域９０４には、実際には
虫食い状態のように孤立した画素が存在し、これらの画素についてはマスクされないとい
う問題が発生する。この問題を解決するために、本実施形態ではさらに、肌色マスクＤ５
の最適化を行う。
【００７８】
　具体的には、肌色マスクＤ５のマスク情報に対してスムージング処理を行うことによっ
て、孤立点の除去を行う。まず、肌色マスクＤ５のデータを順に検索し、注目座標周辺の
マスクデータの平均値を算出する。注目座標のマスクデータが０である（すなわち肌領域
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９０４ではないと判断されている）場合、周辺座標のマスクデータの平均値が所定値以上
であれば、注目座標のマスクデーデータにその平均値を格納する。
【００７９】
　注目座標の周辺領域の平均値を求める際に、該周辺領域としての範囲は特に定めなくて
良いが、顔領域９０１の大きさから算出される値を採用することが有効である。例えば、
顔領域９０１の大きさＤと、Ｗに対する比を規定する定数ｃによって算出される、Ｄ／ｃ
を周辺領域の大きさとして採用する。周辺領域の大きさをこのように設定することにより
、スムージング結果として顔領域９０１の大きさに応じた孤立点除去を行うことができる
。
【００８０】
　また、本実施形態における領域拡張の方法は上述した図１１に示す例に限らず、肌領域
９０４を検出する方法として、他の画像クラスタリング技術を利用してもよい。例えば、
最小二分木法による画像クラスタリングを使用することができる。
【００８１】
　ここで、最小二分木法による領域拡張について、図１２を用いて簡単に説明する。図１
２において、処理対象となる画像データ１２０１は５×５の画素で構成されており、各画
像は０～３のいずれかの値を有しているとする。この画像データ１２０１を最小二分木表
現すると、同じ値を持つ画素が連結され、さらに異なる値の画像とは一箇所のみの連結で
結ぶことで、全画像の連結が１２０２のように表現される。この最小二分木表現１２０２
を利用すれば、例えば開始点とする画素１２０３から、同じ値を持つ画像の集合１２０４
を簡単に検索することができる。本実施形態では、このような最小二分木法の原理を利用
することによっても、上述した図１１に示した領域拡張法と同様に、肌色領域９０４を求
めることができる。
【００８２】
　以上説明したように本実施形態の肌色マスクＤ５は、肌色の連続性を考慮した適切な補
正範囲を示すマスクとして生成される。
【００８３】
　●楕円マスク生成処理
　本実施形態では、以上説明した肌色マスクの生成と並行して、ステップＳ２０４で楕円
マスクＤ６を作成する。本実施形態における楕円マスクＤ６は、画像補正領域を顔領域か
ら所定の距離の範囲内にとどめるために作成される。以下、楕円マスクＤ６の作成方法に
ついて、図１３および図１４を用いて説明する。
【００８４】
　図１３は、顔領域に対して楕円領域を設定する方法を説明するための図である。まず、
顔領域１３０１の幅Ｗと高さＨに対して、長軸がＨ×２、短軸がＷ×１．５である楕円領
域１３０２を設定する。なお、長軸、短軸の値はこの例に限定されず、顔領域が収まるサ
イズであれば良い。この楕円領域１３０２がすなわち楕円マスクＤ６となるが、該領域内
の各マスク値としては、中心部分には２５５を格納し、該中心から楕円周領域にいくにし
たがって０に近づくように、各値が設定される。なお、楕円領域１３０２内の任意の点に
おける楕円マスクＤ６の値はこの例に限定されないが、楕円領域１３０２の中心からの距
離が大きくなるほど、小さくなるように設定されていれば良い。
【００８５】
　図１４は、楕円領域１４０２内にマスク値を設定した例を示す。具体的には、中心から
半径の８０％までの距離にある領域では楕円マスクＤ６の値を２５５とし、それよりも遠
い領域では、楕円周上で０になるように楕円マスクＤ６の値を単調減少させた例を示して
いる。ここで、図１４に示した楕円領域１４０２は、図１３に示した楕円領域１３０２と
同じである。楕円領域１４０２の左および下にあるグラフは、それぞれ楕円領域１４０２
の長軸、短軸での切断面におけるマスク値を表している。これによればすなわち、まず楕
円領域１４０２の長軸上端を基準として、０～０．２Ｈまでの範囲において、楕円マスク
Ｄ６の値を０から２５５へ増加させる。そして、続く０．２Ｈ～１．８Ｈまでの範囲では
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おいて、楕円マスクＤ６の値を２５５から０へ減少させる。同様に短軸方向では、その左
端を基準として、０～０．２Ｗまでは０から２５５へ増加、０．２Ｗ～１．８Ｗまでは２
５５、１．８Ｗ～２．０Ｗまでは２５５から０へ現象させるように、楕円マスクＤ６の値
を設定する。
【００８６】
　このように本実施形態の楕円マスクＤ６は、顔中心からの距離に応じた重みを有するマ
スクとして生成される。
【００８７】
　●マスク合成
　ステップＳ２０３で肌色マスクＤ５が作成され、ステップＳ２０４で楕円マスクＤ６が
生成されると、ステップＳ２０５においてこれらを合成し、合成マスクＤ７を得る。この
合成方法としては例えば、図９に示す肌色マスクＤ５生成時の処理領域９０２と、図１３
に示す楕円マスクＤ６生成時の処理領域１３０２について、その内部の画素ごとにマスク
データの値を比較して、小さい方を合成マスクＤ７の値とする。
【００８８】
　このように合成マスクＤ７は、肌色の連続性を考慮した肌色マスクＤ５と、顔中心から
の距離を考慮した楕円マスクＤ６とを合成して得られるため、肌色の連続性と距離を考慮
した補正値の重み付け制御用のデータとして利用される。この合成マスクＤ７がすなわち
、ステップＳ１０４で生成されたマスクとして出力され、後述するステップＳ１０５の画
像補正処理において使用される。本実施形態において合成マスクＤ７を用いた補正を行う
ことにより、顔領域の背景が顔領域同等の肌色を呈していた場合であっても、楕円マスク
Ｄ６で示された範囲外に対する補正は行われない。
【００８９】
　●画像補正処理（Ｓ１０５）
　以下、上記ステップＳ１０５における画像補正処理について、詳細に説明する。ステッ
プＳ１０５では、上述した合成マスクＤ７に基づく画像補正を行うことによって、肌色の
連続性および顔中心からの距離を考慮した補正画像データＤ３を作成する。
【００９０】
　一般に、人物の顔が主な被写体となっている画像では、顔の肌領域をぼかすことで画質
の向上を図ることができる。このようなぼかし処理としては、移動平均フィルタ処理、加
重平均フィルタ処理等が利用できるが、これらのフィルタ処理におけるぼかし量を制御す
る際に、上記合成マスクＤ７を使用することができる。
【００９１】
　図１５は、ステップＳ１０５における画像補正処理の一例を示すフローチャートである
。まずステップＳ３０１において、補正領域を設定する。これは、図９の処理領域９０２
と同様に、顔検出座標において顔の大きさの２倍の領域を設定する。すなわち補正領域（
ｘ，ｙ）は、０≦ｘ＜２Ｄ，０≦ｙ＜２Ｄ　の範囲となる。
【００９２】
　そしてステップＳ３０２において、この補正領域内の注目画素に対して、所定の範囲に
ある周辺画素の平均値を算出する。このとき、周辺画素の範囲は顔領域９０１の大きさ（
例えばＤ）に基づき決定する。ここでは仮に、周辺画素範囲をＤ／ｅ（ｅは定数）として
、Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれの平均値Ｒave，Ｇave，Ｂaveを算出するが、ここではＲについ
ての算出式を以下に記載する。なお、下式においてＲ(x,y)は座標(x,y)のＲ成分の値を示
す。
【００９３】
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【数２】

【００９４】
　次にステップＳ３０３において、注目画素の補正目標値Ｒtar，Ｇtar，Ｂtarを算出す
るが、ここではＲについての算出式を以下に記載する。
【００９５】
　　　Ｒtar＝Ｄ４(x,y)×ｑ＋Ｒave×(１－ｑ)　　　・・・(6)
　ただし、上式においてＤ４(x,y)はステップＳ２０１で作成した座表(x,y)の肌色基準値
であり、ｑは適当な比率として0≦q≦1の範囲で設定される。
【００９６】
　そしてステップＳ３０４において、ステップＳ１０１で格納された補正強度指定パラメ
ータＤ８を用いて、注目画素の補正値Ｒcor，Ｇcor，Ｂcorを算出するが、ここではＲに
ついての算出式を以下に記載する。
【００９７】
【数３】

【００９８】
　ただし、上式においてＤ７(x,y)はステップＳ２０５で作成した合成マスクＤ７におけ
る座表（x,y）の値である。また、補正強度パラメータＤ８はユーザによって指定された
補正強度を示す値であり、予め補正画質に応じて調整された値である。
【００９９】
　そしてステップＳ３０４において、元の画像データの各Ｒ，Ｇ，Ｂ成分に、ステップＳ
３０４で算出した補正値Ｒcor，Ｇcor，Ｂcorを加算する。このとき、加算後のＲ，Ｇ，
Ｂの値が０～２５５の範囲に入るように、上限値および下限値を調整する。
【０１００】
　ここで図１６に、本実施形態における画像補正結果の一例を示す。図１６において、左
側の人物画像が元画像１６０１であり、その中に顔領域１６０２が存在している。そして
同図右側の画像１６０３が、元画像１６０１に対する補正領域１６０４を明示した画像で
ある。図１６によれば、補正領域１６０４が、元画像１６０１内の顔領域１６０２にほぼ
一致しており、適切な補正範囲に対して補正がなされていることがわかる。
【０１０１】
　以上説明したように本実施形態によれば、画像に含まれる顔領域について、肌色画素の
分布を正確に捉えることができるため、肌色の連続性を考慮した適切な補正範囲を自動設
定し、適切な補正を行うことが可能になる。
【０１０２】
　●ハードウェア構成
　ここで、本実施形態が実現されるハードウェア構成について説明する。図１７は、本実
施形態に係る画像補正処理が実行されるコンピュータの基本構成を示すブロック図である
。本実施形態の画像処理装置は、該コンピュータ上で動作するアプリケーションとして実
装される。
【０１０３】
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　図１７に示す構成において、２０１はＲＯＭ２０２やＲＡＭ２０３に格納されたプログ
ラムに従って命令を実行するＣＰＵである。２０２は本実施形態の動作を実現するプログ
ラムやその他の制御に必要なプログラムやデータを格納するＲＯＭ、２０３は一時的にデ
ータを格納するための作業エリアとして利用されるＲＡＭである。２０４はＩＤＥやＳＣ
ＳＩなどの外部記憶装置とのインターフェースを実現するドライブＩ／Ｆ、２０５は画像
やその特徴量等の各種データ、制御プログラムなどを記憶する記憶装置としてのＨＤＤで
ある。２０６はデジタルカメラやスキャナなどの装置から画像を入力する画像入力部、２
０８はキーボードやマウスなど、オペレータからの入力を受ける操作入力部である。２０
９はブラウン管や液晶ディスプレイなどの表示部、２１０はインターネットやイントラネ
ットなどのネットワークと接続を行なうモデムやＬＡＮなどのネットワークＩ／Ｆである
。２１１はバスであり、上記各構成を接続して相互のデータ入出力を可能とする。
【０１０４】
　＜他の実施形態＞
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記憶媒体(記録媒体)等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、
複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、webアプリ
ケーション等）から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる
装置に適用しても良い。
【０１０５】
　尚本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、システ
ムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュー
タが該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される。な
お、この場合のプログラムとは、実施形態において図に示したフローチャートに対応した
プログラムである。
【０１０６】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０１０７】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【０１０８】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、以下に示す媒体がある。例えば、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD-R
OM、CD-R、CD-RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD-ROM，DVD-R)な
どである。
【０１０９】
　プログラムの供給方法としては、以下に示す方法も可能である。すなわち、クライアン
トコンピュータのブラウザからインターネットのホームページに接続し、そこから本発明
のコンピュータプログラムそのもの(又は圧縮され自動インストール機能を含むファイル)
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードする。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームペー
ジからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコ
ンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさ
せるWWWサーバも、本発明に含まれるものである。
【０１１０】
　また、本発明のプログラムを暗号化してCD-ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し
、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号
化を解く鍵情報をダウンロードさせることも可能である。すなわち該ユーザは、その鍵情
報を使用することによって暗号化されたプログラムを実行し、コンピュータにインストー
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【０１１１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【０１１２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
実行されることによっても、前述した実施形態の機能が実現される。すなわち、該プログ
ラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の
処理の一部または全部を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明に係る一実施形態における画像補正処理を示すフローチャートである。
【図２】本実施形態における顔検出処理の一例を示す図である。
【図３】本実施形態におけるマスク生成処理を示すフローチャートである。
【図４】本実施形態における顔検出結果と処理領域の関係を示す図である。
【図５】本実施形態における顔検出結果と処理領域の関係を示す図である。
【図６】本実施形態における顔色基準値算出時の顔領域の分割例を示す図である。
【図７】本実施形態における顔色基準値算出時の顔領域の分割例を示す図である。
【図８】本実施形態における顔色基準値算出のアルゴリズムを説明する図である。
【図９】本実施形態における肌色マスク作成時のアルゴリズムを説明する図である。
【図１０】本実施形態における肌色マスク作成時のアルゴリズムを説明する図である。
【図１１】本実施形態における領域拡張法を説明する図である。
【図１２】本実施形態における最小二分木方による画像分割を説明する図である。
【図１３】本実施形態における楕円マスクと顔検出領域の関係を示す図である。
【図１４】本実施形態における楕円マスク内の重み値の変化を示す図である。
【図１５】本実施形態における画像補正処理を示すフローチャートである。
【図１６】本実施形態における画像補正結果の一例を示す図である。
【図１７】本実施形態が実装されるコンピュータの基本構成を示すブロック図である。
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